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長崎県立大学（シーボルト校）推薦入試当日における 

受験生に対する詐欺事件の発生について（情報提供） 

 

 

  このことについて、下記のとおり本学受験生に対する詐欺事件が発生しましたのでお知らせします。 

 

 

記 

 

１ 事件の発生日（本学シーボルト校推薦入試日） 

  平成２１年１１月２８日（土） 

 

２ 詐欺の被害状況 

 （１）被害者  

長崎県立大学（シーボルト校）の受験生３名 

 （２）日時  

試験当日の午前８時３０分頃 

 （３）場所 

  長崎駅前のバス停 

 （４）手口 

   ① 受験生が本学での受験に向かうためバス停で路線バスを待っていたところ、長崎県立大学

職員と名乗る男２人が近づいてきて本学までのバスの運行の説明を行った後、「本学の推薦

入試の追試験の連絡と本日の試験の合否結果の連絡を速達郵便で行うための料金が千円必要

である。」と言って千円の支払いを要求してきたため、受験生は千円を支払った。 

   ② また、男２人は、住所、氏名、自宅の電話番号、受験の学部・学科名、メールアドレス、

携帯電話番号等の個人情報の記入欄がある紙を手渡し、受験生に記入させた。 

 （５）大学側の受験生への対応 

被害にあった受験生から保護者を通じて被害届を警察署へ提出する意思を確認後、長崎署

に本学の職員が同行して被害状況を説明のうえ、被害届けを提出した。 

 

３ その他 

 （１） 本学は、推薦入試の受験生に対し受験票を送付する際、追試験の実施日、追試験対象者、

追試験受験申請手続等について周知を行っていたところである。（別添参照） 
（２） 今回の詐欺事件について、大学の入学試験実施に絡め受験生を狙った悪質な事件であり、

今後の県内大学の追試験も含めた入学試験に対する再発防止のための情報提供が必要である。 



平成２１年１１月 
 
推薦入試受験者ならびに保護者様 

 
長崎県立大学    
学長 池田 髙良 
（ 公 印 省 略 ） 

 
平成 22 年度推薦入試の追試験の実施について 

 
本学では、現下の新型インフルエンザの感染状況を踏まえ、志願者の受験機会を確保す

るとともに、試験会場での感染拡大を防止するため、平成 22 年度推薦入試の特例措置（追
試験の実施）を講じることとしました。 
 
１．日程等について 
【特別選抜（推薦入試）】 
実 施 方 法 本試験 追試験 

試 験 日 平成 21 年 11 月 28 日（土） 
※変更なし 平成 21 年 12 月 5 日（土） 

選 抜 方 法 募集要項どおり 本試験と同様 

合否判定方法 本試験と追試験をあわせて合格者を決定する 

合 格 発 表 平成 21 年 12 月 4 日（金）を変更し平成 21 年 12 月 10 日（木）とする 

入学手続期間 平成 21 年 12 月 17 日（月）～12 月 15 日（火）を変更し 
平成 21 年 12 月 11 日（金）～12 月 18 日（金）必着とする 

※追試験の実施に伴い、合格発表日及び入学手続期間が変更になっております。 
 
２．追試験対象者について 
本学の特別選抜（推薦入試）に出願した者で、インフルエンザ様症状のため、試験実施

当日が療養を要する期間にあると医師の診断を受けた者を特例措置（追試験受験）の対象
とします。 

 
３．追試験受験申請手続について 
【申請受付期間】 
平成 21 年 11 月 24 日から平成 21 年 11 月 28 日までの 9:00～17:00 

【申請方法】 
Ａ 代理人が試験会場へ「本学受験票」及び医師の「診断書（加療期間の明記されたも

の。以下同じ。）」を持参し、所定の様式により申請 
Ｂ 志願者又は代理人が試験会場へ電話で申請 
 

【申請事由の審査】 
・申請方法Ａの場合 
医師の診断書により審査します。 

・申請方法Ｂの場合 
申請受付時間内に試験会場へ医師の診断書を提出することを条件とし、提出された診
断書により審査します。 

【特例措置の決定通知】 
・審査結果に基づき、志願者又は代理人に「特例措置（追試験受験）許可書」を交付し

ます。 
 
４．特例措置（追試験受験）の申請先及び問い合わせ先 

長崎県立大学シーボルト校 学生支援課学生グループ 
長崎県西彼杵郡長与町まなび野 1-1-1 
TEL 095-813-5065 
FAX 095-813-5222 


